
4．医療安全対策の取組について   

厚生労働省においては、平成14年4月に医療安全対策検討会議において取  

りまとめた「医療安全推進総合対策」及び平成15年12月の「厚生労働大臣  

医療事故対策緊急アピール」に基づき、各般の取組みを進めてきたところ。   

さらに、平成17年6月に医療安全対策検討会議において、これまでの「医  

療安全推進総合対策」に基づく対策の強化と新たな課題への対応について、「今  

後の医療安全対策について」がとりまとめられ、この報告書に基づき、各般の  

取組の充実強化を図るとともに、平成18年の医療法改正においては、医療安  

全支援センターの制度化や全ての医療機関に対し医療安全の確保を義務付ける  

など、総合的な取組を進めているところである。   

各都道府県等におかれては、「医療安全支援センター」の円滑な運営及び二  

次医療圏における体制整備を引き続き推進し、その充実強化を図るとともに、  

管下医療機関における適切な医療安全の確保について、立入検査等を通じて適  

切に指導するなど、積極的な取組をお願いしたい。   

医療安全支援センターについては、平成16年5月に全ての都道府県での  

設置を完了し、現在、保健所設置市区及び二次医療圏での重層的な設置を推  

進している。   

なお、本センター設置に係る経費については、医療に関する相談は地域住  

民に身近な事業であること、地方自治体における主体的・自主的な取組みを  

推進する必要があることなどから、本センターに係る人件費、基本運営費、  

協議会の設置・運営、各種研修の実施、相談事例の収集・情報提供等に係る  

経費について、平成15年度より地方財政措置を講じている。   

また、平成18年の医療法改正においては、本センターを法律上に位置づ  

け、その機能の充実強化を図ったところである。   

厚生労働省においては、各都道府県等における本センターの設置・運営が  

円滑に進められるよう、相談職員等に対する研修、相談事例等の収集・分析  

・情報提供などの総合的な支援として、「医療安全支援センター総合支援事  

業」を引き続き実施することとしている。  

（参考1）医療安全支援センター体制図   

医療機関における組織的な医療安全の確保を図るため、平成18年の医療  

法改正により、平成19年4月から全ての医療機関に対して、安全に関する  

職員の研修の実施など医療安全の確保を義務付け、その充実強化を図ったと  

ころである。   

各都道府県等におかれては、医療機関への立入検査等を通じて、管下医療  

機関における医療事故防止対策の取組強化が図られるよう適切な指導をお願  

いしたい。  
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現在、医療事故等の事例に関しては、特定機能病院や大学病院等に対して  

日本医療機能評価機構への報告を義務付け、同機構において収集・分析し、  

分析結果を提供する事業を行っているところである。   

さらに、平成18年12月より、同機構において収集された事例のうち、  

特に注意が必要な事項について、「医療安全情報」として医療機関等に月1  

回程度発信しているところである。   

これらの情報を各医療機関等が活用し、効果的な取組みがなされるよう、  

各都道府県等におかれても、引き続き管下医療機関等への周知をお願いした  

い。  

（参考2）医療安全情報   

厚生労働大臣提唱の「患者の安三三を守るための共同行動」（P SA：Patient  

SafetyAction）のL什一環として、当該週間を中心に、医療安全に関するワークシ  

ョップ、シンポジウム等を開催することとしている。   

各都道府県等におかれても、引き続き、当該潤間に合わせて様々な事業を  

実施することにより、関係者の意識啓発を図っていただきたい。   

日常診療の中で医師等と患者・家族が十分な対話を重ねることの重要性か  

ら、医療機関における医療従事者と患者側とのコミュニケーションの仲立ち  

をし、十分な話し合いを促進する人材（院内相談員）を養成し、医療紛争の  

防止・早期解決につなげる体制を整備するものである。   

各都道府県におかれては、院内相談員の配置を推進するための積極的な取  

組をお願いしたい。  

（参考3）平成21年度における取組の紹介（群馬県）   

平成21年5月に厚生労働省に設置された「内服薬処方せんの記載方法の  

在り方に関する検討会」において、医療安全の観点から、内服薬処方せんの  

記載方法に係る課題やその標準化等、今後の処方せんの記載方法の在り方に  

っいて、これまで5回にわたり幅広く検討が行われ、今般、報告書が公表さ  

れたところである。   

各都道府県におかれましても、本報告書の内容を確認の上、管下医療機関  

等への周知をお願いしたい。  

O「内服薬処方せんの記載方法の在り方検討会報告書の公表について」（平   

成22年1月29日医政発0129第3号・薬食発0129第5号、厚生労働省   

医政局長・医薬食品局長通知）  
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医療安全支援センター体制図  
蛋  
○ 苦竹・相故への対応（必要に応じて、   

医療機関の管理者及び患者等に助言）  

○ 医療安全の確保に関する必要な  
情報提供  

0 医療機関の管理者、従業員に対   
する医療安全に関する研♯の実施  
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［「スタンバイ」にした人工呼吸器の開始忘れ］  

※この医撥安仝情報は、医療事故情報収集等事業（厚′ヒ労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業   

の▲環として専門家の意見に基づき、医療事故の発生子働、再発防止二のために作成されたものです。当事業の趣旨   

等の詳細については、当確構ホームページに掲詔されている報告書および年報をご覧くだきい。   

http：／／www．med－Safe．jp／  

塞この情報の作成にあたり、作成時における止確惟については万今を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証   

するものではありません。  

ヰこの情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。  

財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部  
〒10ト0061東京都千代田区≡崎町1－4－17 乗洋ビル  
電語：03－5217－D252（直通）FAX：03－5217－0253（直通）  
http：／／WWW．」Cqhc．orJP／htmI／（ndex．htm   



（参考3）  

【研修目的】   

本県の医療機関において、日常診療の中で医師等と患者・家族が十分な対話を重ねること  

の重要性から、医療機関における医療従事者と患者側とのとのコミュニケーションの仲立ちをし、  

話し合いを促進することで向き合える関係を築くことを支援する人材（院内相談員）の院内への  

配置を促進するため、院内相談員としての能力を養成することを目的とします。   

【研修名称】   

平成21年度 群馬県院内相談員養成研修   

【主催】   

群馬県   

【研修日程（4日間）】   

平成21年11月18日（水）～19日（木）、26日（木）、平成22年2月16日（火）   

【研修対象者】   

群馬県内の病院等に勤務する、看護師、医療ソーシャルワーカー及びケースワーカー等   

実績50医療機関 58名が参加  

平成21年度 院内相談員養成研修事業の内容  

【研修プログラム】  

☆ 第1日目 院内相談員に求められる基礎的知識に関する内容  

（院内相談員の心構え、医療安全、インフォームドコンセント、患者の権利擁護等）  

☆ 第2日目 患者・家族や医療従事者の立場と心情に関するグループディスカッション  

（日常診療における場面、医療事故に遭遇した場面 等）  

☆ 第3日目  院内での調整活動を支えるコミュニケーション能力の向上に関するトレー  

芸≧竺（相談の聞き取り、内容の取り次ぎ、話し合いの場の設定、対話の推進等）  

☆ 第4日目 フォローアップ（グループワーク）  

（3日間の研修を受けて、実務で実践した結果の共有、今後の実践の検討 等）   

【研修講師等】  

○稲葉一人（中京大学法科大学院教授・元大阪地方裁判所判事）  

○豊田郁子（新葛飾病院院内相談員）  

○岡本佐和子（元ジョーンズホプキンス病院院内相談員）  

○種田憲一郎（国立保健医療科学院室長）  

○加部一彦（愛育病院新生児科部長）  

○安井はるみ（神奈川県看護協会医療安全課長）  

○北田淳子（阪南中央病院患者情報室）  

○高山詩穂（自治医科大学大学院t看護師）  

○県内医療機関の医療安全担当者  

○群馬県医療安全相談センター担当者 等  
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5．特定機能病院の承認状況  

（平成22年2月1日現在）  

区分  医   療   機   関   名  所  在  地  審 議 日  承認効力日   

l  国立がんセンター中央病院  東京都中央区築地5丁目1番1号  H 5．8．2  H 5．9．1   

2  国 立 循 環 器 病 セ ン タ ー  大阪府吹田市藤白台5丁目7章1号  H 5．8．2  H 5．9．1   

3  順天堂大学医学部附属順天堂医院  東京都文京区本郷3丁目1番3号  H 5．10．26  H 5．12．1   

4  日 本 医 科 大 学 付 属 病 院  東京都文京区千駄木1丁目1書5号  H 5．10．26  H 5．12．1   

5  日本大学医学部附属板橋病院  東京都板橋区大谷口上町30手1号  H 5．10．26  H 5．12．1   

6  東邦大学医療センター大森病院  東京都大田区大森西6丁目11手1号  H 5．1ト26  H 5」2．1   

7  関西医科大学附属枚方病院  大阪府枚方市新町2丁目 3番1号  H17．12．13  H18． ト 1   

8  久 留 米 大 学 病 院  福岡 県久留 米市旭町 6 7 番地  H 5．11．26  H 5．12．1   

9  北  里  大  学  病  院  神奈川県相模原市北里1丁目15番1号  H 5．11．26  H 5．12．1   

10  聖マリ アンナ医科大学病院  神奈Jtl県川崎市宮前区菅生2丁目16番1号  H 5．11．26  H 5．12．1   

皿  東海大学医学部付属病院  神奈川県伊勢原市下糟屋143番地  H 5．11．26  H 5．12．1   

12  近畿大学医学部附属病院  大阪府大阪狭山市大野乗377番地の2  H 5．12．8  H 6．ト1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 練 日  承認効力日   

13  自 治 医 科 大 学 附 属 病 院  栃木県下野市薬師寺3311草地1  H 5．12．8  H 6． ト 1   

14  長崎大学医学部・歯学部附属病院  長崎県長崎市坂本1丁目 7番1号  H 5．12．8  H 6．1．1   

15  山口大学医学部附属病院  山口県宇部市甫小串1丁目1香1号  H 5．12．8  H 6．1．1   

16  高知大学医学部附属病院  高知県南国市岡豊町小蓮185番地1  H 5．12．8  H 6．1．1   

17  秋田大学医学部附属病院  秋田県秋田市広面字蓮沼4 4番2  H 5．12．8  H 6．l．1   

18  東京慈恵会医科大学附属病院  東京都港区西新橋3丁目19番18号  H 6．ト20  H 6．2．1   

19  大 阪 医科 大 学 附属 病 院  大阪府高槻市大学町 2 香 7 号  H 6．1．20  H 6．2．1   

20  慶 應 義 塾 大 学 病 院  東京都新宿区信濃町 3 5 番地  H 6．1．20  H 6．2．1   

21  福  岡  大  学  病  院  福岡県福岡市城南区七隈7丁目45章1号  H 6．1．20  H 6．2．1   

22  愛 知 医 科 大 学 病 院  愛知l愛知暮長久手町大字岩作手l又21さ地  【6．1．20  H 6．2．1   

23  岩手 医 科 大 学 附属 病 院  岩手県盛岡市内丸19 書1号  H 6．1．20  H 6．2．1   

24  楕 協 医 科 大 学 病 院  栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地  H 6．2．17  H 6．3．l   

25  埼 玉 医 科 大 学 病 院  埼玉県入間都毛呂山町毛呂本郷38番地  H 6．2．17  H 6．3．1   

26  昭  和  大  学  病  院  東京都品川区旗の台1丁目5番8号  H 6．2．17  H 6．3．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 練 日  承認効力日   

27  兵 庫 医 科 大 学 病 院  兵庫県西宮市武庫川町1番1号  H 6．2．17  H 6．3．1   

28  金 沢 医 科 大 学 病 院  石川県河北都内灘町字大学1丁目1番地  H 6．3．17  H 6．4．1   

29  杏林大学医学部付属病院  東京都三鷹市新川6丁目20章2号  H 6．3．17  H 6．4．1   

30  川 崎 医 科 大 学 附 属 病 院  岡 山 県 倉 敷 市松 島 5 7 7 番地  H 6．3．17  H 6．4．1   

31  帝京大学医学部附属病院  東京都板橋区加賀2丁目11番地1号  H 6．3．17  H 6．4．1   

32  産 業 医 科 大 学 病 院  福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1番1号  H 6．3．17  H 6．4．1   

33  藤 田 保 健 衛 生 大 学 病 院  愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地の98  H 6． 4．12  H 6． 5．1   

34  東京医科歯科大学医学部附属病院  東京都文京区湯島1丁目5番45号  H 6．6．15  H 6．7．1   

35  千葉大学医学部附属病院  千葉県千葉市中央区亥井1丁目8番1号  H 6．6．15  H 6．7．1   

36  信州大学医学部附属病院  長野県松本市旭 3 丁 目1寄1号  H 6．6．15  H 6．7．1   

37  富 山 大 学 附 属 病 院  富山県富山市杉谷 2 6 3 0番地  H 6．6．15  H 6．7．1   

38  神戸大学医学部附属病院  兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5番2号  H 6．6．15  H 6．7．1   

39  香川大学医学部附属病院  香川県木田都三木町大字池戸1750－1  H 6．6．15  H 6．丁．1   

40  徳  島  大  学  病  院  徳島県徳島市蔵本町2丁目50－1  H 6．7．20  H 6．8．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 芸暮 日  承認効力日   

41  弘前大学医学部附属病院  青・森 県 弘 前 市 本 町 5 岳 番 地  H 6．7．20  H 6．8．1   

42  東  北  大  学  病  院  宮城県仙台市書葉区星陵町1香1号  H 6．了．20  H 6．8．1   

43  国立大学法人岐阜大学医学部附属病院  岐 阜 県 岐 阜 市 棚 戸 1 寄 1  H16．5．t7  ‖16．5．20   

44  広  島  大  学  病  院  広島県広島市南区震1丁目2書3号  H 6．7．20  H 6．8．1   

45  琉球大学医学部附属病院  沖縄県中頭郡西原町字上原207番地  H 6．7．20  H 6．8．1   

46  北 海 道 大 学 病 院  北海道札幌市北区北14条西5丁目  H 6．9．5  H 6．10．1   

47  旭 川 医 科 大 学 病 院  北海道旭川市緑が丘東2集1丁目1番1号  H 6．9．5  H 6．10．1   

48  鳥取大学医学部附属病院  鳥取県米子市西町3 6番地の1  H 6．9．5  H 6．10．1   

49  愛媛大学医学部附属病院  愛 嬢 県 東 温 市 志 津 川  H 6．9．5  H 6．10．1   

50  宮崎大学医学部附属病院  宮崎県宮崎都清武町大字木原5200番地  H 6．9．5  H 6．10．1   

51  鹿 児 島 大 学 病 院  鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35番1号  H 6．．9．5  H 6．10．1   

52  山形大学医学部附属病院  山形県山形市飯田西2丁目2番2号  H 6．10．21  H 6．11．1   

53  三重大学医学部附属病院  三重県津市江戸楕2丁目17 4番地  H 6．10．21  H 6．11．1   

54  大阪大学医学部附属病院  大阪府吹田市山田丘2番15号  H 6．10．21  H 6．11．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  審 議 日  承認効力日   

55  岡  山  大  学  病  院  岡山県岡山市鹿田町2丁目5寄1号  H 6．10．21  H 6．11．1   

56  大分大学医学部附属病院  大分県由布市挟間町医大ケ丘一丁目1番地  H 6．10．21  H 6．11．1   

57  福井大学医学部附属病院  福井県吉田都永平寺町松岡下合月第23号3番  H 6．11．21  H 6．12．1   

58  新潟大学医歯学総合病院  新潟県新潟市旭町道1羊町754番地  H 6．11．21  H 6．12．1   

59  国立大学法人金沢大学附属病院  石川 県金沢市宝町13 番1号  H 6．‖．21  H 6．12．1   

60  熊本大学医学部附属病院  熊本県熊本市本荘1丁目1番1号  H 6．1ト21  H 6．12．1   

61  名古屋大学医学部附属病院  愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地  H 7． ト26  H 7．2．1   

62  滋賀医科大学医学部附属病院  滋 賀 県 大 津 市 瀬 田 月 輪 町  H 7．1．26  H 7．2．1   

63  京都大学医学部附属病院  京都府京都市左京区聖議院川原町54  H 7．1．26  H 7．2．1   

64  島根大学医学部附属病院  島根 県 出 葺市塩治 町 8 9 の1  H 7．1．26  H T．2．1   

65  山梨大学医学部附属病院  山梨県中央市下河東1110番地  H 7．2．20  ‖ 7．3．1   

66  浜松医科大学医学部附属病院  静岡県浜松市東区半田山1丁目20番1号  H 7．2．20  H 7．3．1   

67  群馬大学医学部附属病院  群馬県前橋市昭和町3丁目39番15号  H 7．2．20  H 7．3．1   

68  佐賀大学医学部附属病院  佐賀県佐賀市鍋島5丁目1番1号  H 7．2．20  H 7．3．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 練 日  承認効力日   

69  公立大学法人福島県立医科大学附熱病院  福 島 県 福 島 市 光 が 丘1書 地  H18．3．27  H18．4．1   

70  和歌山県立医科大学附属病院  和歌山県和歌山市紀三井寺811番地1  H18．3．27  H18．4．1   

71  筑 波 大 学 附 属 病 院  茨城県つくば市天久保2丁目1寺地1  H 7．3．15  H 7．4．1   

72  東京大学医学部附属病院  東京蔀文京区本郷7丁目 3書1号  H T．3．15  H 7．4．1   

73  九  州  大  学  病  院  福岡県‡l同市東区馬出3丁目1書1号  H 7．3．15  H 7．4．1   

74  名 古 屋 市 立 大 学 病 院  愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地  H18．3．27  H18．4．1   

75  公立大学法人奈良県出醐病院  奈良県橿原市四条町 8 4 0番地  H19．1．22  H19．4．1   

76  札 幌 医 科 大 学 附属 病 院  北海道札幌市中央区南1条西16丁目2別事地  H19．l．22  H19．4．1   

77  公立大学法人横浜市立大学附属病院  神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目9番地  H17．3．30  H17．4．1   

78  京都府立医科大学附A病院  京専府京書市上京区寓言町i広小路上る梶井町465  H20．3．27  H20．4．1   

79  防 衛 医 科 大 学 校 病 院  埼玉県所沢市並木 3 丁目 2番地  H 9．1．22  H 9．2．1   

80  大阪市立大学医学部附属病院  大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目5章7号  H18．3．27  H18．4．1   

81  地方独立行政法人大阪府立病院機構  

大阪府立成人病センター   

82  東 京 女 子 医 科 大 学病 院  東京都新宿 区河田 町 8 手1号  H19．8．9  H19．9．1   
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区分  医   療   機   関   名  所  在  地  手 書義 日  承認効力日   

83  東 京 医 科 大 学 病 院  東京都新宿区西新宿6丁目7番1号  H2仁 1．19  H21．2．1   
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